
令和5年度 新型コロナ対応実施計画書
コロナ_3

（単位：千円）

電話番号

メールアドレス

Ａ

Ｂ１ Ｂ２

交付対象経
費

国のR4予算
分（交付限
度額①、
②、③）

国のR4予算
分（交付限
度額④）

Ｂ３'
国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

Ｂ３''
国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

Ｂ４’
国のR4予算
分（交付限
度額⑦、
⑧）

Ｂ４’’
国のR4予算
分（交付限
度額⑨、
⑩）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

合計  1,225,040  1,028,681  2,461  -  174,970  470,545  351,420  29,285  -  196,359 

低
所
得
者
世
帯
給
付
金
に
係
る
部
分

本
体
分

1 R4 単 ○ ○

電力・ガ
ス・食料品
等価格高騰
支援金【低
所得者世帯
給付金】

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世

帯支援

 352,590  352,590  1,170  351,420 

①コロナ禍における物価高騰の負担感が大きい低所得世帯
への負担軽減を図るため，特に家計への影響が大きい低所
得世帯（令和５年度の市民税均等割が非課税の世帯等）に対
し，１世帯あたり３万円を給付するもの。
②電力・ガス・食料品等価格高騰支援金　1世帯30,000円
③給付金総額
　R5年度分の住民税非課税世帯等　11,714世帯×30,000円
　家計急変世帯　20世帯×30,000円
  施設入所　　　　18世帯×30,000円
  生活保護（医療扶助）　1世帯×30,000円
④R5年度分の住民税非課税世帯等，家計急変世帯

－ － ○ － R5.6 R5.12 支援した世帯数13,000世帯
市ウェブサイト，市広報誌への掲
載
チラシの全戸配布

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

所
得
者
世
帯
給
付
金
に
係
る
部

事
務
費

2 R4 単 ○ ○

電力・ガ
ス・食料品
等価格高騰
支援金（事
務費）

○ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世

帯支援

 36,110  36,110  2,461  -  -  4,364  29,285  - 

①コロナ禍における物価高騰の負担感が大きい低所得世帯
への負担軽減を図るため，特に家計への影響が大きい低所
得世帯（令和５年度の市民税均等割が非課税の世帯等）に対
し，１世帯あたり３万円を給付するにあたっての必要な事務経
費
②低所得世帯への給付金に係る事務経費
③事務費　36,110,000円
　人件費　5,223,000円，需用費　691,000円，
　役務費　5,089,000円，委託料　23,237,000円，
　リース料　1,870,000円
④R5年度分の住民税非課税世帯等，家計急変世帯

－ － － － R5.6 R5.12 支援した世帯数13,000世帯
市ウェブサイト，市広報誌への掲
載
チラシの全戸配布

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

低
所
得
者
世
帯
給
付
金
以

外
に
係
る
部
分

R
4
予
備

(

R
5
.
3

月
・
5
月
通
知

)

3     

低
所
得
者
世
帯
給
付
金
以

外
に
係
る
部
分

R
4
予
備

(

R
4
 
.
9

月
通
知

)

4     

低
所
得
者
世
帯
給
付
金
以

外
に
係
る
部
分

R
4
補
正
・
R
4
予
備

(

R
4
 
.
4
月
通
知

)

5     

低
所
得
者
世
帯
給
付
金
以

外
に
係
る
部
分

事
務
費

6     

7 R4 単 ○ －

物価高騰対
策社会福祉
施設等緊急
支援事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対

策支援

 26,449  26,449  26,449  -  - 

①コロナ禍における物価高騰以来，光熱水費・燃料費等が上
昇しており，今後においても，電気料金の値上げや燃料価格
の高騰による影響が見込まれていることから，医療・福祉サー
ビス等を提供する者に対し速やかに支援を実施し，市民への
安定的なサービス提供を確保するもの。
②通信運搬費，補助金
③【福祉サービス等を提供する者を対象】
　　郵便料94円×308通≒29,000円
　　基準額50,000円×225施設=11,250,000円
　　基準額100,000円×91施設=9,100,000円
　【医療機関等を対象】
　　郵便料94円×212通≒20,000円
　　基準額50,000円×101施設=5,050,000円
　　基準額100,000円×10施設=1,000,000円
④医療・福祉サービス等を行っている施設

－ － － － R5.5 R6.3

【支援対象事業所】
　福祉サービス等を行っている施
設
　　訪問・通所系225施設
　　居住・入所系91施設

　医療機関等
　　診療所・歯科医院101施設
　　病院10施設

市ウェブサイトへの掲載，交付対
象者へ周知文書送付

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

8 R4 単 ○ －

大崎市保育
施設給食継
続支援金交
付事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世

帯支援

 12,221  12,221  12,221  -  - 

①コロナ禍における物価上昇の局面で保育施設に対する支
援を行い，従来通りの栄養バランス，量を確保した給食の提
供を促す。
②民間保育施設へ交付する給食継続支援金
③在籍児童数に単価（＠4,500円）の10％相当額を乗じて支援
金の額を算出する。
450円×12ヵ月×2,263名=12,220,200円
④47保育施設（認可等42，認可外5）。在籍児童数2,263名

－ － － － R5.4 R6.3
全47施設が支援金を受け，従来
通りの給食提供に努める。

市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

★令和５年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画

都道府県名 宮城県 0229-23-2129
既配分額

国のR4補正予算分（通常分）（交付限度額①、②、③）
                                                                                                2,461 

国のR4補正予算分（通常分）
交付限度額①　（令和4年12月補助裏分の本省繰越分）

                                                                                                        - 

地方公共団体名 大崎市 seisaku@city.osaki.miyagi.jp
既配分額

国のR4予備費分(通常分)（交付限度額④）
                                                                                                      - 

国のR4補正予算分（通常分）
交付限度額②　（令和5年1月～3月補助裏分）

                                                                                                  2,461 

都道府県・市町村コード（５桁） 04215 国のR4補正予算分（通常分）（交付限度額①、②、③）                                                                                                                                2,461 
既配分額

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑤）
                                                                                            173,552 

国のR4補正予算分（通常分）
交付限度額③　（令和5年4月以降補助裏分）

                                                                                                        - 

 地方単独事業費                                                                                                                                2,461 
既配分額

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑥）
                                                                                            436,238 小計　交付限度額①＋②＋③                                                                                                   2,461 

 国庫補助事業費                                                                                                                                      - 小計　⑤＋⑥                                                                                             609,790 
国のR4予備費分(通常分)

交付限度額④　（令和4年4月28日通知分の本省繰越分）
                                                                                                        - 

担当部局課名 市民協働推進部政策課 国のR4予備費分(通常分)（交付限度額④）                                                                                                                                      - 
既配分額

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑦、⑧）
                                                                                            280,602 

国のR4予備費分(重点交付金分)
交付限度額⑤　（令和4年9月20日通知分の本省繰越分）

                                                                                              173,552 

担当者氏名 千田　和弘  地方単独事業費                                                                                                                                      - 
既配分額

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑨、⑩）
                                                                                              23,384 

国のR4予備費分(重点交付金分)
交付限度額⑥　（令和5年3月29日通知分）

                                                                                              436,238 

 国庫補助事業費                                                                                                                                      - 
今回配分予定額

国のR4補正予算分（通常分）（交付限度額①、②、③）
                                                                                                      - 

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)
交付限度額⑦　（令和5年5月通知分）

                                                                                              280,602 

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑤）                                                                                                                            174,970 
今回配分予定額

国のR4予備費分(通常分)（交付限度額④）
                                                                                                      - 

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)
交付限度額⑧　（令和5年○月○日通知分）

                                                                                                70,818 

 地方単独事業費                                                                                                                            174,970 
今回配分予定額

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑤）
                                                                                                      - 小計　交付限度額⑦＋⑧                                                                                               351,420 

 国庫補助事業費                                                                                                                                      - 
今回配分予定額

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑥）
                                                                                                      - 

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)
事務費　交付限度額⑨　　（令和5年5月通知分）

                                                                                                23,384 

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑥）                                                                                                                            470,545 小計　⑤＋⑥                                                                                                       - 
国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)

事務費　交付限度額⑩　（令和5年○月○日通知分）
                                                                                                  5,901 

 地方単独事業費                                                                                                                            470,545 
今回配分予定額

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑦、⑧）
                                                                                              70,818 小計　交付限度額⑨＋⑩                                                                                                 29,285 

 国庫補助事業費                                                                                                                                      - 
今回配分予定額

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑨、⑩）
                                                                                                5,901 

国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑦、⑧）                                                                                                                            351,420 
配分予定額計

国のR4補正予算分（通常分）（交付限度額①、②、③）
                                                                                                2,461 

 地方単独事業費                                                                                                                            351,420 
配分予定額計

国のR4予備費分(通常分)（交付限度額④）
                                                                                                      - 

 国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑨、⑩）                                                                                                                              29,285 
配分予定額計

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑤）
                                                                                            173,552 

 地方単独事業費                                                                                                                              29,285 
配分予定額計

国のR4予備費分(重点交付金分)（交付限度額⑥）
                                                                                            436,238 

小計　⑤＋⑥                                                                                             609,790 

配分予定額計
国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑦、⑧）

                                                                                            351,420 

配分予定額計
国のR4予備費分(低所得世帯支援枠分)（交付限度額⑨、⑩）

                                                                                              29,285 

配分予定額計                                                                                             992,956 

移替先  総務省  交付限度額計                                                                                               992,956 

交付金の区分

Ｂ３ Ｂ４

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

補
助
・
単
独

コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支
援

交付対象事
業の名称

所
管

コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

対象外
経費に
臨時交
付金を
充当し
ていな
い

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促進枠
の地方負担
分に充当

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的
指標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広
報紙など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と
所管省庁名）

予算区分
低所得世
帯支援枠
を活用す
る事業

通
常
交
付
金

重
点
交
付
金

経済対策との関係
⑨を選択した場合、より効果がある

と考える理由
総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

交付対象経費

1
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Ｂ１ Ｂ２

交付対象経
費

国のR4予算
分（交付限
度額①、
②、③）

国のR4予算
分（交付限
度額④）

Ｂ３'
国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

Ｂ３''
国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

Ｂ４’
国のR4予算
分（交付限
度額⑦、
⑧）

Ｂ４’’
国のR4予算
分（交付限
度額⑨、
⑩）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

交付金の区分

Ｂ３ Ｂ４

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

補
助
・
単
独

コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支
援

交付対象事
業の名称

所
管

コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

対象外
経費に
臨時交
付金を
充当し
ていな
い

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促進枠
の地方負担
分に充当

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的
指標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広
報紙など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と
所管省庁名）

予算区分
低所得世
帯支援枠
を活用す
る事業

通
常
交
付
金

重
点
交
付
金

経済対策との関係
⑨を選択した場合、より効果がある

と考える理由
総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

9 R4 単 ○ －
学校給食食
材費高騰対
策事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世

帯支援

 51,000  51,000  -  51,000  - 

①コロナ禍における食材費の高騰に対応し，これまで通りの
栄養バランスや量を確保するため，令和５年度の給食１食単
価を引き上げたが，子育て世帯の負担軽減が望まれているこ
とから，保護者負担の増加分（約10％）を市が負担し，その経
費として交付金を充当し，保護者負担額を令和4年度と同額に
抑え，負担軽減を図るもの。
②１食単価の引き上げ分の給食食材費
③学校毎の対象経費（児童生徒数×年間給食回数×１食単
価の引き上げ分）を積算し各学校分を合計したもの。事業毎
の内訳は以下のとおり
・小学校給食事業　　　　　　　　20,982,000円
・中学校給食事業　　　　　　　　11,824,000円
・岩出山学校給食センター経費　 　2,736,000円
・田尻学校給食センター経費　 　　5,066,000円
・大崎南学校給食センター経費　 　4,575,000円
・大崎東学校給食センター経費　 　5,817,000円
④学校給食の提供を受けている園児・児童・生徒の保護者

－ － － － R5.4 R6.3

事業の実施期間中に提供した食
数×1食単価の10％相当額を食
材費として使用し，給食内容充実
を図る。

市ウェブサイトへの掲載，保護者
への周知文書の配布

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

10 R4 単 ○ －

畜産飼料価
格高騰対策
支援事業
（畜産飼料
価格高騰対
策支援金）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

 78,000  78,000  58,000  20,000  - 

①新型コロナウイルス感染症拡大に起因する物流の混乱等
による飼料価格の高騰で，経営が悪化している畜産農家等を
支援するもの。
②R5.7.1現在の家畜の種類ごとの飼養頭数に応じた支援金
③(1) 交付単価：乳用牛5頭ごと60千円，繁殖牛5頭ごと10千
円，肥育牛5頭ごと45千円，豚50頭ごと50千円，鶏500羽ごと
50千円（100羽以下は10千円）
(2) 畜種別積算額：酪農59戸22,660千円，繁殖340戸10,950千
円，肥育39戸13,520千円，牛複合32戸14,540千円，養豚13戸
9,350千円，養鶏11戸6,900千円
(3)役務費80千円
④市内畜産農家，市内に家畜飼養施設を有し畜産業を営む
法人，市内畜産農家で構成される生産団体や農業協同組合

－ － － － R5.7 R6.3 支援する畜産農家数494戸
市ウェブサイトへの掲載，交付対
象者に周知文書を送付

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

11 R4 単 ○ －

子実用とう
もろこし播
種機導入支
援事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

 5,000  5,000  -  5,000  - 

①コロナ禍において輸入用飼料価格の高騰が続いている中，
飼料自給率の向上及び循環型農業となる耕畜連携の推進を
図るため，子実用とうもろこしにおける専用播種機の導入を支
援するもの
②子実用とうもろこしにおける専用播種機の導入経費
③補助率：導入経費（税抜き）の１／２以内
　 補助上限額：250万円／件（2件分）
④市内の農業協同組合

－ － － － R5.8 R6.3
子実用とうもろこしにおける専用
播種機2台（2件）分

市ウェブサイトへの掲載，対象者
への周知文書の配布

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

12 R4 単 ○ －

土地改良施
設管理緊急
対策支援事
業（土地改
良施設管理
緊急対策支
援金）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

 18,000  18,000  -  18,000  - 

①コロナ禍においてエネルギー・食料品価格等の物価高騰の
影響により増加した，土地改良区等が行う施設の維持管理経
費の増額分に対し支援を行うことで，関係農家の負担軽減を
図るもの。
②土地改良区等が管理する農業水利施設等の電気料金など
の掛かり増し経費を緊急的に支援するもの。
③事業費（掛かり増し経費）１/４以内（土地改良区），３/４以
内（個人を除く土地改良区以外）
(水利施設の受益が複数市町村にまたがる場合は，大崎市に
係る受益面積割合にて補助対象事業費を算定するもの。)　
▼要求内訳
①土地改良区分　10，300千円×1.5＝15，450千円（※Ｒ４実
績10，216千円）　改め＝15，500千円
②土地改良区以外　10組織×250千円＝ 2，500千円
合計①+②＝18，000千円
④土地改良区及び市内全域の個人を除く土地改良区以外の
水利組織組合

－ － － － R5.4 R6.3

対象となる組織（土地改良区・地
元水利組合）に交付し，施設の維
持管理経費負担軽減を図る。
【対象見込み】土地改良区：8改
良区，地元水利組合等：10組合

市ウェブサイトへの掲載，対象と
なる組織（地元水利組合）につい
ては対象となる組織が限定されて
いるため，土地改良区・各総合支
所を通じ，地元水利組合へチラシ
等にて周知する。

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

13 R4 単 ○ －
割増電子商
品券発行事
業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○
③消費下支え
等を通じた生

活者支援
 127,300  127,300  78,300  49,000  - 

①コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の
影響により，家計が大きな影響を受けている。個人消費を回
復させ，市内における需要の喚起を図り，感染症拡大防止の
観点から非接触型である割増電子商品券を発行する団体に
対し，補助金を交付するもの。
②事業者補助金
③割増分　108,000千円(発行セット数：36,000セット販売額：
360,000千円，発行額：468,000千円，割増率30％）
システム構築費・事務経費等19,300千円
④市内商工会議所，商工会で組織する実行委員会

－ － － － R5.7 R6.2 販売セット数　36,000セット
市ウェブサイト，市広報誌，商工
会議所および商工会HP，会報誌
への掲載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

14 R4 単 ○ －
商工業振興
再起支援事
業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑦中小企業等
に対するエネ
ルギー価格高
騰対策支援

 10,017  10,017  -  10,017  - 

①コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響により低迷す
る地域経済の活性化を図るため，県の中小企業等に対する
補助事業を実施する本市の事業者に対し，事業に要する経費
の一部を補助するもの。
②補助金，事務費
③補助金　40件×250千円＝10,000千円
   事務費　17千円
④次の４つの要件すべてに該当する方が対象
（１）大崎市に事務所又は事業所を有し，事業を営んでいる中
小企業・小規模事業者
（２）令和５年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金に申
請を行い，交付決定を受けていること。
（３）交付決定を受けた事業について，事業を完了し，実績報
告を行い，額の確定を受けていること。
（４）市税を滞納していないこと。

－ － － － R5.8 R6.3 支援する事業者数　80件
市ウェブサイト，市広報誌，商工
会議所および商工会HP，会報誌
への掲載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

15 R4 単 ○ －
省電力設備
導入支援事
業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑦中小企業等
に対するエネ
ルギー価格高
騰対策支援

 30,014  30,014  -  30,014  - 

①コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価高
騰の影響を緩和するため，市内中小企業者及び商店街等が
行う省エネルギー設備（照明のＬＥＤ化）の導入に対し，事業に
要する経費の一部を補助するもの。
②補助金，事務費
③補助金　2,000千円×5件＝10,000千円，1,000千円×10件
＝10,000千円，400千円×20件＝8,000千円，200千円×10件
＝2,000千円
　 事務費　14千円
　補助対象経費の1/2（上限200万円）
※補助対象経費（設備，機械装置等購入費，工事費）が20万
円以上の事業に限る。
④市内に事業所などを有する中小企業者・小規模企業者等

－ － － － R5.7 R6.3 支援する事業者数　45件
市ウェブサイト，市広報誌，商工
会議所および商工会HP，会報誌
への掲載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

16 R4 単 ○ －
地域商品券
等発行支援
事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○
③消費下支え
等を通じた生

活者支援
 39,669  39,669  -  39,669  - 

①コロナ禍においてエネルギー・食料品価格等の物価高騰の
影響を受けた生活者の消費を下支えする為に行う，地域商品
券等発行事業に対し，補助金を交付するもの。
②事業者補助金及び事務費
③補助金　660事業者×60千円，事務費　69千円
④大崎市内の事業者（大企業を除く）によって構成されたグ
ループ

－ － － － R5.7 R6.2 支援する事業者数　660件
市ウェブサイト，市広報誌への掲
載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

17     

18 R4 単 ○ －

鳴子温泉郷
JR陸羽東線
等公共交通
利用促進事
業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑧地域公共交
通や地域観光
業等に対する

支援

 63,000  24,000  -  24,000  39,000 

①コロナ禍におけるエネルギー価格高騰の影響から，鉄道
（JR陸羽東線）等の利用を推進することによる影響緩和と，本
市観光の柱となる鳴子温泉郷における宿泊を推進し，観光地
の再生と地域内の消費拡大を図る。
交付対象者が実施する事業概要：公共交通（JR陸羽東線、高
速バス、市民バス、タクシー）を利用して鳴子温泉地域で降車
し、対象のホテルや旅館へ宿泊する人に，1人1泊につき2,000
円（上限は2泊4,000円）のクーポン券を配布する。クーポン券
は大崎市のプレミアム電子商品券アプリ「パタPAY」を使用し，
市内の利用可能店舗での買い物に利用する。配布総数
28,000セット。
②上記の目的・効果を達成する事業を実施する団体への補助
金
③クーポン分：56,000千円　事務費分：7,000千円
　※クーポン分算定内容
     2,000円×7,000泊/月×4か月＝56,000千円
　※事務費分算定内容は見積もりによる。
　※一般財源：39,000千円充当
④鳴子温泉郷観光協会　

－ － － － R5.8 R6.2
クーポン28,000枚配布及びクーポ
ンの利用達成による市内消費額
56,000千円の達成

鳴子温泉郷観光協会でのHP，チ
ラシによる広報，市広報誌等によ
る情報発信

鳴子温泉郷観光協会
によるウェブサイト
https://narukoonsenk
yo.web.fc2.com/okaim
onocoupon/index.html

R5補正（地）

19 R4 単 ○ －

公共交通事
業者支援事
業（タクシー
車両等購入
支援事業補
助金）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑧地域公共交
通や地域観光
業等に対する

支援

 14,000  14,000  -  14,000  - 

①コロナ禍におけるガソリン，ガス等の車両燃料高騰の影響
を受けている市内タクシー事業者等の事業継続と車両の低燃
費化を図り，地域における公共交通の安定的な運行確保に向
けて，車両購入にかかる経費の一部を助成するもの。
②事業者が助成対象期間に購入した車両の取得費用のうち，
その一部について助成する。
③補助上限額1,000,000円に事業者ヒアリングに基づく導入見
込台数を乗じて金額を算出する。
1,000,000円×14台＝14,000,000円
④【対象事業者】・市内に本店または営業所を置くタクシー事
業者及び地域内公共交通事業者
【補助対象車両】・車両更新の場合は更新前車両より低燃費
の車両・新規購入の場合は，令和2年度燃費基準達成レベル
の車両

－ － － － R5.9 R6.3 支援台数12台以上
市ウェブサイトへの掲載，交付対
象者へ周知文書送付

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

20 R4 単 ○ －

公共交通事
業者支援事
業（第二種
運転免許取
得支援事業
補助金）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑧地域公共交
通や地域観光
業等に対する

支援

 2,000  2,000  -  2,000  - 

①コロナ禍における物価高騰により事業の再構築を迫られて
いる市内のタクシー事業者並びに乗合バス事業者の人材確
保と，安定した公共交通の維持・確保に向けて，第二種運転
免許の取得にかかる経費を助成するもの。
②事業者が従業員の第二種運転免許の取得にかかる費用を
負担した分に対し助成するもの。
③第二種運転免許の取得に係る費用に8割を乗じた額に事業
者ヒアリングに基づく運転免許取得者数を乗じて算出する。
また，若年層または女性が第二種運転免許を取得する場合
は，取得に係る費用に９割を乗じた額を助成するものとする。
普通　300,000円×0.8×5名＝1,200,000円
大型　500,000円×0.8×2名＝　800,000円
④大崎市内に本店または営業所を置く交通事業者

－ － － － R5.9 R6.2 免許取得者3名以上
市ウェブサイトへの掲載，交付対
象者へ周知文書送付

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

21 R4 単 ○ －
エコ生活支
援事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

④省エネ家電
等への買い換
え促進による
生活者支援

 10,013  10,013  -  10,013  - 

①コロナ禍において，依然として経済的な影響を受けている市
民に対し，エネルギー価格の高騰が追い打ちをかける状況の
中，再エネ・省エネ機器の導入を支援することにより，生活費
用の負担軽減等を図るもの。
②補助金，通信運搬費
③【補助金】10,000,000円
　（見込申請件数・金額）
　太陽光発電設備設置事業　45件　1,175,000円
　定置用リチウムイオン蓄電池設置導入促進事業
　　70件　7,100,000円
　家庭用高効率給湯器設置事業　70件　1,300,000円
　V2H充放電設備設置事業　8件　425,000円
　【通信運搬費】150件×84円＝12,600円改め13,000円
④市内に住所を有する者又は住所を有する見込みのある者　
150世帯（複数事業申請可）

－ － ○ － R5.10 R6.2 想定交付世帯数　150世帯 市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）
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Ｂ１ Ｂ２

交付対象経
費

国のR4予算
分（交付限
度額①、
②、③）

国のR4予算
分（交付限
度額④）

Ｂ３'
国のR4予算
分（交付限
度額⑤）

Ｂ３''
国のR4予算
分（交付限
度額⑥）

Ｂ４’
国のR4予算
分（交付限
度額⑦、
⑧）

Ｂ４’’
国のR4予算
分（交付限
度額⑨、
⑩）

国庫補助額

その他
（一般財源
や補助対象
外経費等）

交付金の区分

Ｂ３ Ｂ４

Ｎｏ

国
の
予
算
年
度

補
助
・
単
独

コロナ禍
において
原油価
格・物価
高騰等に
直面する
生活者や
事業者に
対する支
援

交付対象事
業の名称

所
管

コロナ感染
症への対応
として必要
な事業

対象外
経費に
臨時交
付金を
充当し
ていな
い

種類

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

検査促進枠
の地方負担
分に充当

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

基金
事業
始期

事業
終期

成果目標（可能な限り定量的
指標を設定）

地域住民への周知方法（HP,広
報紙など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と
所管省庁名）

予算区分
低所得世
帯支援枠
を活用す
る事業

通
常
交
付
金

重
点
交
付
金

経済対策との関係
⑨を選択した場合、より効果がある

と考える理由
総事業費

Ｂ Ｃ Ｄ

22 R4 単 ○ －

農業生産災
害対策支援
事業（感染
症対策農林
業災害対策
利子補給補
助金）

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

 284  57  -  57  227 

①新型コロナウイルス（原油価格・農業資材等物価高騰等を
含む）により農林業経営に影響・被害のあった農林業者に対
し，農林業災害対策資金の，利子補給を市が行うことで，資金
の円滑な融通を行い，農林業経営の維持及び再建を図る。
②合計90,000千円（令和5年10月～12月：90,000千円）の融資
を見込み，基準金利1.5％のうち市が0.25％，県が1.0％，JAグ
ループが0.25％負担することで貸付者の利子負担分を無利子
化するもの。
③令和5年度利子補給額：90,000千円×1.25%×92日/365日
（10月～12月分）=284千円（※令和5年10月～12月までに実行
された融資が令和5年度の利子補給対象となる）
※一般財源：227千円充当
④新型コロナウイルスにより影響を受け，農林業経営の維持
が困難となるた市内に在住する農林業を営む個人及び法人
等で大崎市長の被害等認定を受けた者

－ － － － R5.10 R5.12
貸付件数　30件
貸付実行合計額　90,000千円

市ウェブサイト，市広報誌への掲
載

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

23 R4 単 ○ －

道路運送
業・クリーニ
ング業等燃
料費緊急支
援事業

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑦中小企業等
に対するエネ
ルギー価格高
騰対策支援

 25,000  25,000  -  25,000  - 

①コロナ禍における原油価格の高騰による経費の増加を価格
に転嫁することが困難な状況にあると認められる道路運送事
業者，クリーニング事業者等の事業継続を支援するため，市
内で道路運送事業等を営む中小企業等に対し，支援金を交
付するもの。
②支援金，事務費
③支援金　中小規模貨物運送事業者等18千円×1,280台＝
23,040千円，クリーニング業者50千円×28社＝1,400千円，リ
ネンサプライ業500千円×1社＝500千円
　 事務費　60千円
④（１）市内に事業所を有する中小企業，個人事業主のうち，
次に掲げるいずれかを営む者　※大企業は除く
　ア.貨物自動車運送事業（トラック運送等）
　イ.一般貸切旅客自動車運送事業（貸切バス等）
　ウ.一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー，介護タクシー
等）
　　※ア～ウ 業務用両(緑・黒ナンバーのみ)
　エ.自動車運転代行業
　　※登録車両(随伴用車両)のみ
　オ．クリーニング所（取次店を除く）
（２）上記事業所において，事業用車両を配置・事業活動を実
施している者又は上記クリーニング所において事業活動を実
施している者
（３）市税の未納がない者
（４）支援金を申請する日以後も，市内で事業を継続する意思
がある者

－ － － － R5.10 R6.3 支援する事業者数　265件

市ウェブサイトへの掲載，商工会
議所および商工会，トラック協会
大崎支部，大崎広域バス事業者
協議会へ制度周知

https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

24 R4 単 ○ －

子育て世帯
サポート給
付金給付事
業(新型コロ
ナ対応交付
金分)

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世

帯支援

 277,132  120,000  -  120,000  157,132 

①コロナ禍において，エネルギー・食料品価格等の物価高騰
の影響を受けた保護者等の負担の軽減を図りるため,子育て
世帯へ給付金を支給するもの。
②給付金・事務費
③給付金　15,000円×18,320人＝274,800,000円
　事務費　　印刷製本費，通信運搬費等　2,332,000円
　（うち物価高騰対応交付金予算分157,132千円）
④18歳以下（令和5年度高校生相当）の子どものいる世帯（※
令和5年12月1日時点で大崎市に住所がある子ども）１人あた
り15,000円を支給

－ － ○ － R5.12 R6.3
18歳以下（令和5年度高校生相
当）の子ども　18,320人

市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

25 R4 単 ○ －

鳴子温泉地
域観光業関
連事業者支
援金

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑧地域公共交
通や地域観光
業等に対する

支援

 25,500  25,500  -  25,500  - 

①コロナ禍において，鳴子温泉地域において，地域一体となっ
た高付加価値化事業を実施し，観光客が戻りつつあるが，エ
ネルギー価格高騰による経済的損失を受け，影響が継続して
いることから，鳴子温泉地域内の観光関連事業者に対して緊
急的な支援を行うもの。
②鳴子温泉地域の宿泊施設，飲食店等への支援
③支援額
　・宿泊施設
　　受入可能人数301人以上
　　　　1,000千円×2件＝2,000千円
　　受入可能人数151人以上300人以下
　　　　500千円×2件＝1,000千円
　　受入可能人数150人以下
　　　　300千円×45件＝13,500千円
　　飲食店，小売業ほか
　　　　100千円×90件＝9,000千円
④鳴子温泉地域の宿泊施設，飲食店，小売業ほか

－ － － － R5.12 R6.3 想定対象数139施設 市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）

26 R4 単 ○ －
公立小中学
校光熱費支
援

－ ○ ○

④-Ⅳ．コロナ禍に
おいて物価高騰等
に直面する生活困
窮者等への支援

○

⑨推奨事業メ
ニューよりも更
に効果がある
と考える支援

電気料金，燃料費の高騰する状況に
あっても，児童生徒及び教職員が学力
向上の取り組みなど各種の教育活動
に専念できるように学校生活の環境維
持に寄与するため。

 21,741  21,741  -  21,741  - 

①コロナ禍において原油価格や物価の高騰の影響により、か
かり増しした電気・灯油料金等にかかる費用負担の軽減を図
る。これにより快適な学習環境を提供する。
②電気・灯油料金等のかかり増し経費
③・今年度の上半期分実績額と昨年度下半期上昇率を乗じた
下半期見込額を合計したものから今年度の見込額を積算
　・昨年度下半期上昇率は，115%
　・昨年度の実績額と今年度の見込額を比較し，かかり増しす
る　電気・灯油料金等を算出
　◇小学校分…11,284,815円…①
　◇中学校分…10,456,155円…②
　◆①＋②＝21,740,970円
④市内小中学校児童・生徒及び教職員が利用する施設

－ － － － R5.4 R6.3
対象施設にかかる光熱費高騰分
の負担軽減（高騰前比21,741千
円）

市ウェブサイトへの掲載
https://www.city.osaki
.miyagi.jp

R5補正（地）
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